
平成28年度 10月補正（専決）予算

参 考 資 料

トータルコストの表記について
トータルコストは、事業ごとに事業費と人件費を一体としたコストを表します。あ

くまで、費用対効果を判断するための参考表記ですので、職員定数と厳密には一致し
ていません。
また、人役については、表示単位未満四捨五入で表示しており、結果が0.0人役となるものにつ

いては、人件費を0としています。



平成２８年度一般会計補正予算説明資料
８款 土木費
６項 住宅費 住まいまちづくり課（内線：７３９０）

２目 住宅建設費 （単位：千円）
財 源 内 訳

事 業 名 補 正 前 補 正 計 備考
国庫支出金 起債 その他 一般財源

（新） （寄附金）
鳥取県被災者住宅再 0 500,000 500,000 185,000 35,000
建等総合支援事業 （基金繰入金）

280,000
トータルコスト 0 500,000 500,000 （補正に係る主な業務内容）
従事する職員数 0.0人 0.0人 0.0人 補助金事務

工 程 表 の 政 策 目 標 （ 指 標 ） －

事業内容の説明

１ 事業の目的・概要
平成28年10月21日に発生した鳥取県中部地域を震源とする地震により住宅が被災した世帯の住宅再

建及び住宅修繕を支援する。

２ 主な事業内容
（１）被災者住宅再建支援補助金 315,000千円

「鳥取県被災者住宅再建支援条例」に基づき、国の「被災者生活再建支援制度」の対象とならない
被災者の住宅再建を支援する。（鳥取県被災者住宅再建支援基金を活用）
①支援対象とする住宅被害程度
・全壊、大規模半壊（但し、国制度が適用されないものに限る。）
・半壊（国制度は支援対象外）
・【追加】損害基準判定（注）１０％以上２０％未満の一部損壊
※鳥取県被災者住宅再建支援制度運営協議会により決定。

（注）損害基準判定：住家の主要な構成要素の経済的被害の住家全体に占める損害割合
②被災世帯への支給額 （単位：千円）
住宅再建の方法 世帯 住 宅 被 害 程 度 対象経費

全壊 大規模半壊 半壊 一部損壊（追加）
建築・購入 一般世帯 3,000 2,500 － － 使途不問

単数世帯 2,250 1,875 － －
補修 一般世帯 2,000 1,500 1,000 300 全壊・大規模半壊

は使途不問、半壊
単数世帯 1,500 1,125 750 300 ・一部損壊は補修

費
※単数世帯は、世帯人数が１人の世帯

③予算額：315,000千円（1,000世帯分）
【財源】：鳥取県被災者住宅再建支援基金繰入金：280,000千円

一般財源：35,000千円
＜参考＞ （千円）
全体事業費 基金繰入金 一般財源 市町村負担額

350,000 280,000(8割) 35,000(1割) 35,000(1割)

（２）【新規】被災者住宅修繕支援金 185,000千円
（１）の被災者住宅再建支援補助金の要件を満たさない、被災規模の小さい住宅の修繕を支援する。

①支援対象とする住宅被害程度
・損害基準判定１０％未満の一部破損

②被災世帯への支給額
・50千円（一般世帯・単数世帯共通）

※ただし、４％以下の軽微な損壊については、段階的に10千円まで支給額を引き下げる。
③予算額：185,000千円（3,700世帯分）

【財源】：震災支援として寄附された義援金（ふるさと納税）185,000千円
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平成２８年度一般会計補正予算説明資料
３款 民生費

４項 災害救助費 福祉保健課（内線：７１４２）
１目 救助費 （単位：千円）

財 源 内 訳
事 業 名 補正前 補正 計 備考

一般財源国庫支出金 その他

（新）

被災者生活応急応援事業（救助 0 411,120 411,120 169,560 241,560

費）

0 411,120 411,120 （補正に係る主な業務内容）ト ー タ ルコ ス ト

0.0人 0.0人 0.0人 経費算定関係業務従 事 す る職 員 数
－工程表の政策目標（指標）

事業内容の説明
１ 事業の目的・概要

鳥取県中部を震源とする地震の被災者の救助等を行うため、避難所の設置等、当面早急に対応す
る必要のある応急救助等を行う。

２ 所要額
（単位：千円）

区分 内容 金額
避難所設置 避難所の設置・維持管理費用、消耗器財、仮設ト 36,000

イレ
炊き出し等食品給与 主副食費、燃料費、消耗器材、水費用、ポリタン 180,000
、飲料水供給 ク等器財、給水車等
被服等生活必需品 被服、日用品、炊事用具等 200
（全半壊世帯が対象）
医療（DMAT） 薬剤、消耗品費、旅費、時間手当等 6,500
医療救護班 薬剤、消耗品費、旅費、時間手当等 1,600
避難所等応援職員 旅費等 2,560
住宅の応急修理 災害協定に基づく県板金工業組合員、県建設 72,000

業協会会員の派遣、修理物品費等
備蓄物資補充 ストーブ、毛布、ブルーシート、土嚢等 12,260
求償費、仮設住宅費、 100,000
予備枠

合計 411,120

※災害救助法適用により、対象内事業について市町村の財政負担は無くなり、国と都道府県で災害規
模に応じて負担 （国庫50～90％）。

３ 災害救助法の適用状況
・適用市町村
倉吉市、湯梨浜町、北栄町、三朝町

・適用日
平成２８年１０月２１日

・被害の状況等
平成２８年１０月２１日の鳥取県中部を震源とする地震により、多数の者が生命又は身体に危害を
受け、又は受ける恐れが生じており、継続的に救助を必要としている。

（災害救助法施行令第１条第１項第４号適用）
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平成２８年度一般会計補正予算説明資料

３款 民生費

１項 社会福祉費 福祉保健課（内線：７８５９）

（ ）１目 社会福祉総務費 単位：千円

財 源 内 訳

事 業 名 補正前 補正 計 起 備考
一般財源国庫支出金 その他

債

債務負担行為 債務負担行為（新）

被災者生活復興支援貸 4,695 4,695
付事業（生活福祉資金
利子補給事業） 0 0 0

0 0 0 （補正に係る主な業務内容）ト ー タ ルコ ス ト
0.0人 0.0人 0.0人 貸付金の利子補給従 事 す る職 員 数

－工程表の政策目標（指標）

事業内容の説明

１ 事業の目的・概要

鳥取県中部を震源とする地震による被災者を支援するため、６年間（据置期間を含む）利子補給を

行い、被災した借受人の負担軽減を図る （通常１．５％→０％）。

＜貸付制度の概要(生活福祉資金貸付制度に基づく)＞

区分 住宅の増改築 補修等に必要な経費 住 災害を受けたことにより臨時に必要とな、 （

宅資金） る経費（災害援助資金）

実 施 主 体 鳥取県社会福祉協議会(原資は国２／３、県１／３)

利 率 １．５％(据置期間は無利子)

貸付対象 ①低所得者世帯 ②障がい者世帯 ③高齢者世帯

貸付限度額 ２，５００千円 １，５００千円

据 置 期 間 貸付日から６か月

償還期間 据置期間経過後７年

２ 事業内容

助 成 内 容 ６年間(据置期間を含む)利子負担が０％となるよう鳥取県社会福祉協議会へ助成

する （県１０／１０）。

借入申込期間 平成２８年１０月２１日から平成２９年３月３１日まで

貸 付 枠 ８０，０００千円

（住宅資金：50,000千円、災害援助資金：30,000千円）

３ 債務負担行為

年 度 住宅資金 災害援助資金 計

平成２９年度 ３７５千円 ２２５千円 ６００千円

平成３０年度 ６９９千円 ４２０千円 １，１１９千円

平成３１年度 ５９６千円 ３５７千円 ９５３千円

平成３２年度 ４９１千円 ２９５千円 ７８６千円

平成３３年度 ３８５千円 ２３１千円 ６１６千円

平成３４年度 ２７７千円 １６６千円 ４４３千円

平成３５年度 １１１千円 ６７千円 １７８千円

計 ２，９３４千円 １，７６１千円 ４，６９５千円
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平成２８年度一般会計補正予算説明資料

３款 民生費

４項 災害救助費 福祉保健課（内線：７１４２）

１目 救助費 （単位：千円）

財 源 内 訳

事 業 名 補正前 補正 計 備考
一般財源国庫支出金 起債 その他

債務負担行為 債務負担行為（新）

担被災者生活復興支援 5,025 5,025 <100,000> 県費負
貸付事業（災害援護
資金貸付事業） 0 150,000 150,000 100,000 50,000 150,000

0 150,000 150,000 （補正に係る主な業務内容）ト ー タ ルコ ス ト
0.0人 0.0人 0.0人 貸付関係業務従 事 す る職 員 数

－工程表の政策目標 指標（ ）

事業内容の説明

１ 事業の目的・概要

鳥取県中部を震源とする地震で住居や家財に被害を受けたものや療養が必要なものに対し、市町

村が災害援護資金の貸し付けを行うため、原資を貸し付ける。

また、被害者を支援するため利子補給を行う （通常３％→０％）。

＜貸付制度の概要＞

区分 内容

実 施 主 体 市町村（原資は国２／３、県１／３）

利 率 ３％（据置期間は無利子）

貸 付 対 象 都道府県内で災害救助法が適用された市町村が１以上ある災害により、負傷又

は住居、家財に被害を受けたもの

貸付限度額 被害に応じて最大３５０万円 ※所得制限あり

据 置 期 間 ３年、５年

償 還 期 間 １０年（うち据置期間３年、５年）

＜災害援護資金利子補給事業の概要＞

助 成 内 容 ６年間(据置期間を含む)利子負担が０％となるよう市町村へ助成する （県１／。

２、市町村１／２）

貸 付 枠 １５０，０００千円

２ 債務負担行為

年 度 据置期間３年 据置期間５年 助成額（1/2）

（負傷・半壊） （全壊）

平成３２年度 ３，４６０千円 千円 １，７３０千円

平成３３年度 ３，０００千円 千円 １，５００千円

平成３４年度 ２，５３６千円 １，０５３千円 １，７９５千円

計 ５，０２５千円

（注）起債欄の上段＜＞書きは交付税措置額を除いた金額である。県費負担額は起債欄の＜＞書きの金額

と一般財源の金額を加算した額である。
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平成２８年度一般会計補正予算説明資料

３款 民生費

（ ）２項 児童福祉費 青少年・家庭課 内線：７８６９

３目 母子福祉費 （単位：千円）

財 源 内 訳

事 業 名 補正前 補正 計 起 備考
一般財源国庫支出金 その他

債

債務負担行為 債務負担行為（新）

被災者生活復興支援貸 563 563
付事業（母子父子寡婦
福祉資金利子補給事 0 0 0
業）

0 0 0 （補正に係る主な業務内容）ト ー タ ルコ ス ト
0.0人 0.0人 0.0人 貸付金の利子補給従 事 す る職 員 数

ひとり親家庭等自立促進計画の推進工程表の政策目標（指標）

事業内容の説明

１ 事業の目的・概要

鳥取県中部を震源とする地震により被災したひとり親家庭等の父母等を支援するため、6年間（据

置期間を含む）利子補給を行う(保証人がない場合に限る)。

＜貸付制度の概要(母子父子及び寡婦福祉法に基づく)＞

貸付対象者 ①ひとり親家庭の父母 ②寡婦 ③40歳以上の配偶者のない女子

実 施 主 体 鳥取県(原資は国２／３、県１／３)

利 率 １％(据置期間は無利子)

区 分 住宅資金 転宅資金 生活資金

貸付限度額 200万円 26万円 月額10万3千円

据 置 期 間 ６か月 ６か月 ６か月

※特例適用の場合2年

償 還 期 限 ７年 ３年 ８年

２ 事業内容

助 成 内 容 ６年間(据置期間を含む)利子負担が０％となるよう、一般会計から母子父子寡婦

福祉資金貸付事業特別会計へ利子相当分を繰出しする。

借入申込期間 平成２８年１０月２１日から平成２９年１０月２０日まで

貸 付 枠 ２０，０００千円（住宅：1,600万円、転宅：260万円、生活：140万円）

３ 債務負担行為

年 度 住宅資金 転宅資金 生活資金 計

平成２９年度 ０千円 ２１千円 １３千円 ３４千円

平成３０年度 ６６千円 １５千円 １２千円 ９３千円

平成３１年度 １４１千円 ６千円 １０千円 １５７千円

平成３２年度 １１９千円 １千円 ８千円 １２８千円

平成３３年度 ９６千円 ０千円 ６千円 １０２千円

平成３４年度 ４６千円 ０千円 ３千円 ４９千円

計 ４６８千円 ４３千円 ５２千円 ５６３千円
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平成２８年度一般会計補正予算説明資料
７款 商工費

１項 商業費 企業支援課（内線：７６５８）
３目 金融対策費 （単位：千円）

財 源 内 訳
事 業 名 補正前 補 正 計 備考

国 庫 支 出 金 起 債 その他 一般財源

（新）がんばる企
業を応援！特別金 0 48,847 48,847 48,847
融支援事業

トータルコスト 0 49,627 49,627 （補正に係る主な業務内容）
制度設計及び補助金交付事務

従事する職員数 0.0人 0.1人 0.1人

説明

１ 事業の目的・概要
平成２８年１０月２１日に鳥取県中部で発生した地震により、施設、設備等の破損や売上げの

減少などの被害を受けた県内企業に対し、緊急の金融対策を実施する。

２ 主な事業内容
10月24日に発動した「災害等緊急対策資金」（平成28年鳥取県中部地震対応枠）について、

融資枠の増枠、無利息化による金利負担の軽減などの特別支援措置を講じる。

（１）災害等緊急対策資金「平成28年鳥取県中部地震対応枠」の増枠（19,024千円）
融資枠 １０億円 ⇒ ５０億円 〔４０億円増枠〕

（２）鳥取県中部地震復興支援利子補給制度の新設〔５年間無利息化〕（17,875千円）
【補助対象】
◆災害等緊急対策資金を借り入れた県内中小企業〔金融機関へ利子補助〕
◆中小企業信用保証の対象とならない県内中堅企業・大企業〔企業へ直接利子補助〕
※いずれも１．４３％を限度に利子補助。

（３）鳥取県中部地震復興支援保証料軽減補助制度の新設〔５年間無保証料〕（11,948千円）
【補助対象】

災害等緊急対策資金を借り入れた県内中小企業〔信用保証協会へ保証料補助〕

＜災害等緊急対策資金（平成28年鳥取県中部地震対応枠）の概要＞

融資対象者 平成28年鳥取県中部地震により経営の安定に深刻な影響が生じている中
小企業者等で、次のいずれかに該当するとき
ア 事業の用に供する施設、設備、製品又は原材料等の被害
イ 最近1か月間とその後2か月間を含む3か月間の売上高又は販売数量

が前年同期比5％以上減少
ウ 売上高又は販売数量の急激な減少

資金の使途 運転資金、設備資金、借換資金（借換資金は運転資金又は設備資金に併せ
て行う場合に限る。）

融資限度額 ２億８千万円

融資期間 １０年（うち据置３年）以内
※設備に係る資金は15年（うち据置３年）以内

融資利率 年１．４３％（最優遇金利を適用（変動金利））
当初５年間は無利息

保証料率 特例保証料率０．２３～０．６８％（通常0.45～1.08％）
当初５年間は０％

融資枠 ５０億円（当初枠１０億円）

３ 相談窓口の設置
今回の地震の影響を受ける県内企業に対する資金繰りや経営に関する相談窓口を設置。

〔相談窓口〕各商工会議所、各商工会、中小企業団体中央会、（公財）鳥取県産業振興機構、鳥取県信用保証協
会、鳥取県商工労働部企業支援課、中部総合事務所地域振興局中部振興課及び西部総合事務所地域振興局西
部観光商工課
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平成２８年度一般会計補正予算説明資料
６款 農林水産業費

１項 農 業 費 とっとり農業戦略課（内線：7589）

１目 農業総務費 （単位：千円）

財 源 内 訳

事 業 名 補 正 前 補 正 計 備考

国庫支出金 起債 その他 一般財源

（新）

がんばろう！農林水

産業共同利用施設復 0 100,000 100,000 100,000

旧応援事業

ト ー タ ル コ ス ト 0 100,780 100,780

補助金事務、連絡調整業務

従 事 す る 職 員 数 0.0人 0.1人 0.1人

工程表の政策目標（指標） －

事業内容の説明

１ 事業の目的・概要

鳥取県中部を震源とする地震により被災した農業協同組合等が所有する共同利用施設の復旧に要す

る経費に対して助成する。

２ 主な事業内容

今回の地震で被害を受けた農林水産業共同利用施設の復旧に要する経費について支援を行う。

＜事業主体＞

農業協同組合、漁業協同組合 等

＜対象施設＞

農林水産物倉庫、農林水産物処理加工施設、共同作業場、等

＜採択基準及び補助率＞

採択基準 40万円以上（１カ所当たり）

補助率 2/10

＜被害状況＞

施設名 所在地 主な被害内容 被災額

倉吉梨選果場 倉吉市秋喜 建物の損壊、選果機の破損

東郷梨選果場 湯梨浜町中興寺 建物の損壊、選果機の破損

大栄すいか選果場 北栄町妻波 建物の損壊、選果機の破損

秋喜ライスセンター 倉吉市秋喜 施設の破損 500，000千円

大山乳業乳業施設 琴浦町保 粉乳工場基礎の破損、建物

の損壊

赤碕漁協荷さばき所 琴浦町赤碕 外壁崩落

その他
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平成２８年度一般会計補正予算説明資料

６款 農林水産業費

１項 農 業 費 生産振興課（内線：7414）

６目 農作物対策費 （単位：千円）

財 源 内 訳
事 業 名 補 正 前 補 正 計 備 考

国庫支出金 起債 その他 一般財源

（新） 債務負担行為 債務負担行為 債務負担行為

がんばろう！元気な鳥 2,086 2,086 2,086
取梨応援事業 0 11,270 11,270 11,270

ト ー タ ル コ ス ト 0 12,050 12,050 （補正に係る主な業務内容）

従 事 す る 職 員 数 0人 0.1人 0.1人 関係団体との連絡調整、補助金事務

工程表の政策目標（指標） ―

事業内容の説明

１ 事業の目的・概要

平成２８年１０月に発生した鳥取県中部地区を中心とした地震により、収穫直前の晩生梨が落果する大きな

被害が発生した。このままでは果樹農家にとって大きな減収入となるとともに、消費地への出荷量が大幅に減

少することで鳥取梨のブランドが著しく損なわれることから、傷の程度が軽く、販売が可能な落果果実を「訳あ

り商品」として販売する取組に対して支援を行うとともに、あわせて農家の災害に対する自己防衛策として果

樹共済への加入を促進し、気象災害に強い産地づくりと果樹経営の安定化を図る。

２ 主な事業内容 （単位：千円）

項 対策名 事 業 内 容 事業主体 事業費 予算額 補助率
目

共 果樹共済加入 農家が新規に共済加入する場合、共 ＪＡ、 ( 6,257) ( 2,086) 県 １／３

済 促進対策 済掛金の助成を行う。 生産組織 債務負担行為

支

援

元気な鳥取梨 ○推進事業 ＪＡ、 1,910 955 県 １／２

販売促進対策 市場関係者・消費者に対する元気な 生産組織

鳥取梨販売促進活動に対し支援。

販

売

促 ○出荷補助事業 ＪＡ、 20,629 10,315 県 １／２

進 訳あり商品出荷促進のため、価格差 生産組織

補填及び出荷経費に対し支援。

３ 債務負担行為

果樹共済加入促進事業 2,086千円（平成29年）
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平成２８年度一般会計補正予算説明資料

６款 農林水産業費
１項 農 業 費 経営支援課（内線：7258）
５目 農業金融対策費 （単位:千円）

財 源 内 訳
事 業 名 補 正 前 補 正 計 備 考

国庫支出金 起債 その他 一般財源

（新） 債務負担行為 債務負担行為 債務負担行為
がんばろう！農業施設 3,127 3,127 3,127
等復旧支援資金応援事 0 600 600 600
業

ト ー タ ル コ ス ト 0 1,380 1,380 （補正に係る主な業務内容）

従 事 す る 職 員 数 0.0人 0.1人 0.1人
補助金交付事務、市町村との調整

工程表の政策目標（指標） －

事業内容の説明

１ 事業の目的・概要

鳥取県中部を震源とする地震により被災した農業者の施設等の復旧に要する経費に対して助成する。

２ 主な事業内容

鳥取県中部地震により被害を受けた農業者が、被害施設等の復旧に必要な資金を借り受けた場合に、

借入後６年間に限り、金利負担と保証料負担額が０％となるよう助成を行う。

細 事 業 名 実施主体 補 助 率 補 正 額

被害農業施設等復旧支援資金利子補給事業費 市町村 県1/2、市町村1/2 100千円

保証料補助事業費 市町村 県 10/10 500千円

【利子補給対象資金の概要】

区 分 貸 付 条 件
融 資 資金使途
対象者 償還期間

貸付限度額 融資枠 貸付金利 保証料率資 金 名 ( )内据置

農業近代化資金 認定農 施設等の 7～15年 1800万円 1億円 通 常 0.1％ 通 常 0.5％
業者 災害復旧 (3～7年) 助成後 0.0％ 助成後 0.0％

農林漁業施設資金 農業者 施設等の 20年 300万円 1億円 通 常 0.1％ 無
(公庫資金) 災害復旧 (3年) 助成後 0.0％

【金利軽減の模式図】

<農業近代化資金> <農林漁業施設資金>
基準金利 1.4％

現行の引下げ
（国制度）通常

貸付金利 0.1％
本事業による 本事業による
特別引下げ 特別引下げ
（単県制度） （単県制度）

末端金利 0.0％

３ 債務負担行為額

農業施設等復旧支援資金利子補助及び保証料補助 3,127千円（平成29～33年度）
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平成２８年度一般会計補正予算説明資料

６款 農林水産業費

５項 水 産 業 費 水産課（内線：7309）

１目 水産業総務費 （単位：千円）

財 源 内 訳
事 業 名 補 正 前 補 正 計 備 考

国庫支出金 起債 そ の 他 一般財源

（新）がんばろ 債務負担行為 債務負担行為 債務負担行為

う！水産業施設 2,742 2,742 2,742
等復旧支援資金 0 570 570 570
応援事業

トータルコスト 0 1,350 1,350 (補正に係る主な業務内容）
補助金事務

従事する職員数 0.0人 0.1人 0.1人

工程表の政策目標（指標） 経営能力の向上

事業内容の説明

１ 事業の目的・概要
鳥取県中部を震源とする地震により被災した漁協に対し、その復旧に係る経費を融通した金融機関

に利子補給を行うとともに、その信用保証料の軽減を行うことによって水産業の復興を支援する。

２ 主な事業内容
鳥取県中部地震による被害施設等の復旧に必要な資金を借入れた場合、借入れ後６年間に限り、

金利負担と保証料負担額が０％となるよう助成を行う。

【利子補給額及び保証料負担額】 （単位：千円）

事業区分 事業内容 財源区分 補正額
漁業近代化資金等利 震災復旧のため借り受けた漁業近代化資金の金 県 1/2 50
子補給事業 利負担が０％になるよう助成する。 市町村 1/2
信用保証料軽減事業 上記の融資にかかる保証料が０％になるよう助成 県 10/10 520

する。

【事業の概要】
貸付条件

区分 償還期間 ( )内据置 貸付限度額 融資枠 貸付金利
漁業近代化資金等利 20年（3年） 漁業近代化資金 １億円 通常 軽減後
子補給事業 の例による 0.1％ → 0.0％

信用保証料軽減事業 通常保証料 助成後保証料
0.52％ → 0.0％

【金利軽減の模式図】
<漁業近代化資金>

基準金利 1.4％

現行の引下げ
（国制度）

(通常)

貸付金利 0.1％
本事業による
特別引下げ

(軽減後) （単県制度）
末端金利 0.0％

－10－



平成２８年度一般会計補正予算説明資料 

10 款 教育費 
 ３項 中学校費 
  １目 中学校費 
10 款 教育費 
 ４項 高等学校費 
  １目 高等学校総務費 
10 款 教育費 
 ５項 特別支援学校費                                  教育総務課（内線：７５０５） 
  ２目 特別支援学校費                                     （単位：千円） 

事  業  名 補 正 前 補 正 計 
財  源  内  訳 

備 考 
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

（新）子ども元

気プロジェク

ト（心のケア支

援事業） 

中学校費 0 4,597 4,597    4,597  

高等学校

総務費 
0 384 384    384  

特別支援

学校費 
0 384 384    384  

トータルコスト 0 5,365 5,365 （補正に係る主な業務内容） 

 児童生徒に対するカウンセリング業務 従事する職員数 0.0 人 0.0 人 0.0 人 

工程表の政策目標（指標）  － 

事業内容の説明 

 

平成２８年１０月２１日に発生した鳥取県中部を震源とする地震に伴い、児童生徒の心のケア

に対応することが必要であり、各学校に配置されているスクールカウンセラー（以下、ＳＣ）の

相談時間数増等に要する経費を措置する。 

 

（内訳） 

 

・中学校費    既設のＳＣ１２名の相談時間数増 

 ※校区内の小学校の心のケアにも対応 

・高等学校費   ＳＣ１名の追加配置（既設の教育相談員と連携して対応） 

・特別支援学校費 既設のＳＣ１名の相談時間数増 
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平成２８年度一般会計補正予算説明資料
２款 総務費

１項 総務管理費 教育・学術振興課（内線：７８１５）

８目 私立学校振興費 （単位：千円）

財 源 内 訳
事 業 名 補正前 補 正 計 備 考

国庫支出金 起債 その他 一般財源

(新)私立学校災害復 債務負担行為 債務負担行為 債務負担行為 債務負担行為

旧費補助事業 0 601 601 601

0 25,547 25,547 25,547

トータルコスト 0 25,547 25,547 （補正に係る主な業務内容）

従事する職員数 0.0人 0.0人 0.0人 補助申請のとりまとめ、交付決定等

工程表の政策目標（指標） 多様で良質な教育の選択肢を提供するための私立学校を支援

事業内容の説明

１ 事業の目的・概要

平成２８年１０月２１日に発生した鳥取県中部を震源とする最大震度６弱の地震で被災した私立学

校の教育活動を早急に回復するため、施設・設備の復旧に要する経費を支援する。

２ 主な事業内容

(１) 私立中学校、高等学校、短期大学、大学の施設・設備の復旧に要する経費について助成する。

ア 対 象 倉吉北高等学校、湯梨浜学園高等学校・中学校

鳥取看護大学、鳥取短期大学

イ 補 助 率 ２／３（公立学校施設の災害復旧と同率とする）

ウ 所要経費 ３８，２４２千円×２／３＝２５，４９５千円

(２) 復旧に要する経費の自己財源分に係る金融機関からの借り入れに対して、利子助成を行う。（借

入残高の１％を１０年間助成）

Ｈ２８年度所要経費 ５２千円

（債務負担行為額：６０１千円、期間：平成２９年度～平成３８年度）

３ これまでの取組状況、改善点

私立学校施設整備費補助金により、私立学校の校舎等の改築、改修を進めてきているが、この度の

地震の被害について早急に復旧する必要がある。
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平成２８年度一般会計補正予算説明資料 
 
10 款 教育費 
 ６項 社会教育費                        文化財課（内線：７９３７） 
  ２目 文化財保護費                                              （単位：千円） 

事 業 名 補正前 補正 計 
財  源  内  訳 

備考 
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

 
（新）ふるさとの文
化遺産復旧事業 
 

0 15,000 15,000    15,000  

トータルコスト 0 15,000 15,000 （補正に係る主な業務内容） 
 補助金交付事務 従事する職員数 0.0 人 0.0 人 0.0 人 

工程表の政策目標（指標） － 

事業内容の説明                      
 
１ 事業の概要 
   平成２８年１０月２１日に発生した鳥取県中部を震源とする地震により、甚大な被害を受けた

国・県指定文化財の所有者に対し、緊急に保存修理する事業に対して支援を行い、文化財の保全
を推進する。 

 
２ 事業内容 

区  分 内     容 

補助対象経費 
１０月２１日に発生した鳥取県中部を震源とする地震により被害を受け

た国・県指定文化財の復旧にかかる経費 
補助事業者 文化財を所有または管理する個人もしくは団体 

県補助率 
 

 
○国指定文化財 

補助対象事業費から国庫補助金額（※１）を差し引いた額の１／２（※２）

（国庫補助金は事業主体に直接交付） 
 
○県指定文化財 

１／２（※２） 
 
 ※１ 国庫補助率は、補助事業者の財政規模等により、７０％～８５％に設定される。

※２ 補助事業者が市町村の場合、市町村の実質負担額の１／３ 

 
 
３ 予算額  １５，０００千円 
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平成２８年度一般会計補正予算説明資料
４款 衛生費

２項 環境衛生費 くらしの安心推進課（内線：７１８５）

３目 環境衛生連絡調整費 （単位：千円）
財 源 内 訳

事 業 名 補 正 前 補 正 計 備考
国庫支出金 起債 その他 一般財源

（新）

伝統の公衆浴場災害 0 500 500 500

復興支援事業

トータルコスト 0 500 500 （補正に係る主な業務内容）

従事する職員数 0.0人 0.0人 0.0人 補助金事務

工 程 表 の 政 策 目 標 （ 指 標 ） －

事業内容の説明

１ 事業の目的・概要

地域住民の日常生活において保健衛生上必要なものとして利用されている一般公衆浴場（倉吉市）

が、平成28年10月21日に発生した鳥取県中部を震源とする地震により被災したため、その復興を支援

する。

※公衆浴場は、公衆浴場法第2条に基づき、営業を行う場合には都道府県知事の許可を得なければ

ならないこととされている。

２ 主な事業内容

（単位：千円）

事業内容 事業費 予算額 補助率 事業主体

被災した公衆浴場施設の復旧 1,500 500 県 1/3 公衆浴場事業者

（市 1/3）

※施設所在市町村への間接補助
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平成２８年度一般会計補正予算説明資料
２款 総務費

４項 市町村振興費 地域振興課（内線：７０８９）

１目 自治振興費 （単位：千円）

財 源 内 訳
事 業 名 補正前 補 正 計 備 考

国庫支出金 起債 その他 一般財源

(新)被災地域応援市

町村交付金 0 50,000 50,000 50,000

トータルコスト 0 50,000 50,000 （補正に係る主な業務内容）

従事する職員数 0.0人 0.0人 0.0人 申請受付、交付決定、市町村との調整等

工程表の政策目標（指標） 効率的で持続可能な財政運営に向けた各市町村への支援

事業内容の説明

１ 事業の目的・概要

平成２８年１０月２１日に発生した鳥取県中部を震源とする最大震度６弱の地震で被災した、地域

活性化の中核施設である地区公民館等の修繕、改築等に要する経費を市町村が補助する場合に支援を

行い、地域コミュニティの早期再建や地域活性化、住民の定住化等の確保を図る。

２ 主な事業内容

地震により被災した地区公民館等の修繕、改築等に要する経費を補助する市町村に助成を行う。

（１）交付率 １／２

（２）交付総額 ５０，０００千円
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平成２８年度一般会計補正予算説明資料
２款 総務費

４項 市町村振興費 地域振興課（内線：７０８９）

１目 自治振興費 （単位：千円）

財 源 内 訳
事 業 名 補正前 補 正 計 備 考

国庫支出金 起債 その他 一般財源

［制度改正］

市町村資金貸付金 0 0 0

トータルコスト 0 0 0 （補正に係る主な業務内容）

従事する職員数 0.0人 0.0人 0.0人 貸付金貸付業務、市町村との調整等

工程表の政策目標（指標） 効率的で持続可能な財政運営に向けた各市町村への支援

事業内容の説明

１ 事業の目的・概要

平成２８年１０月２１日に発生した鳥取県中部を震源とする最大震度６弱の地震で被災した市

町村が、応急対策、災害救助、災害復旧等を実施するのに要する経費に貸付を行う。

２ 主な事業内容

鳥取県市町村資金貸付基金に鳥取県中部地震枠を設け、市町村に対して貸付を行う。

（１）資金名称

平成２８年鳥取県中部地震被害対策資金

（２）対象事業

災害応急事業、災害復旧事業、災害救助事業等

（３）対象経費

対象事業に係る施設設備の整備・修繕等の経費で、充当は地方財政法第５条各号に定め

る事業

（４）貸付条件

・貸付利子 無利子

・償還期間 １５年（うち５年間の据置を含む）

（５）貸付枠

１０億円
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平成２８年度一般会計補正予算説明資料

２款 総 務 費

１項 総務管理費 広報課（内線：７０９７）

３目 広 報 費 （単位：千円）

財 源 内 訳
事 業 名 補 正 前 補 正 計 備考

国庫支出金 起債 その他 一般財源

(新)

元気な鳥取発信事業 0 90,000 90,000 90,000

トータルコスト 0 90,000 90,000 （補正に係る主な業務内容）

従事する職員数 0.0人 0.0人 0.0人 国内外向け観光宣伝及び情報発信等

工 程 表 の 政 策 目 標 （ 指 標 ） ・県外での県の認知度・好感度を高め、観光や食、移住定住等の施策を支援する

ため、多岐にわたる情報発信を実施

・流行の発信拠点としての首都圏に注目し、地域ブランドイメージの向上を図る

事業内容の説明

１ 事業の目的・概要

平成２８年１０月２１日に発生した鳥取県中部を震源とする地震により、被災した県中部の観光業

を中心とする風評被害が懸念される。

ついては、風評被害による県内経済への影響を最小限に食い止めるため、地震発生後も元気な鳥取

県の姿を国内外に発信する。

２ 主な事業内容

（１）国内向け情報発信

・実施内容：復興を印象づける観光キャンペーンと連携しながらＰＲイベントや周知広告など、

首都圏及び関西圏を中心に多岐にわたるメディアにより全国へ情報発信を行う。また、

観光宣伝、宿泊予約サイトへの広告、情報発信、送客要請活動等を実施する。

（２）海外向け情報発信

・実施内容：地震を乗り越えて積極的に誘客を図るための情報発信事業を実施する。（香港、韓国、

台湾、中国）

＜情報発信＞

インターネットによる情報・動画発信者、新聞・雑誌等の関係者を招へいし、鳥取県

が元気である旨、情報発信をしていただく。

＜誘客宣伝＞

香港定期便を扱う旅行会社に対して広告宣伝の業務を委託し、ＰＲを行う。
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平成２８年度 一般会計補正予算説明資料 

 
２款 総務費 
 １項 総務管理費                        営 繕 課（内線：７０１１） 
    ７目 財産管理費                                        （単位：千円） 

事 業 名      補 正 前 補 正 計 
財 源 内 訳              

備考 
 国庫支出金 起債 その他 一般財源 

（新）安全・安心な

未来づくり県立施
設復旧事業 

 
0 

 
700,000 

 
700,000 

 
20,600 

<325,920> 

624,000 

 
 

55,400 
県費負担額 

381,320 

トータルコスト 0 700,000 700,000 （補正に係る主な業務内容） 
 被災した県立施設に係る営繕工事の発注等 従事する職員数   0.0人   0.0人  0.0人 

工程表の政策目標(指標) － 

事業内容の説明 

１ 事業の目的・概要 
平成２８年１０月２１日に発生した鳥取県中部を震源とする地震により被災した県立施設の復

旧に要する経費である。 
 

 
２ 主な事業内容 
 
 （１）主な被災施設 
    ・倉吉未来中心 
    ・倉吉体育文化会館 
    ・倉吉市高城団地（県営住宅） 
    ・県立高校、県警施設 等 
  
（２）予算額  ７００，０００千円 
                        （単位：千円） 

内訳 金額 

工事請負費 ６４５，０００ 

委託料 ２０，０００ 

その他需用費（営繕費） ３５，０００ 
 

（注）起債額の上段＜＞書きは交付税措置額を除いた額である。 
   県費負担額は起債欄の＜＞書きの金額と一般財源の金額を加算したものである。 
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平成２８年度一般会計補正予算説明資料
２款 総務費

２項 企画費 スポーツ課（内線：７９１９）

５目 スポーツ振興費 （単位：千円）

財 源 内 訳
事 業 名 補正前 補 正 計 備 考

国庫支出金 起債 その他 一般財源

(新)倉吉自転車競技 0 1,685 1,685 1,685

場災害復旧事業

トータルコスト 0 1,685 1,685 （補正に係る主な業務内容）

従事する職員数 0.0人 0.0人 0.0人 施設整備に係る関係機関・施設との調整

工程表の政策目標（指標） －

事業内容の説明

１ 事業の目的・概要

平成２８年１０月２１日に発生した鳥取県中部を震源とする最大震度６弱の地震で被災した倉吉自

転車競技場の施設・設備を復旧する。

２ 主な事業内容

倉吉自転車競技場を設置・管理している（公財）鳥取県体育協会が行う施設・設備の復旧に要する

経費について助成する。

（１）対 象 倉吉自転車競技場

（２）補 助 率 １０／１０

（３）所要経費 １，６８５千円

【参考】

鳥取県における自転車競技は、希望郷２０１６いわて国体において男子チームスプリントが優勝（大

会新）するなど有望な競技であり、本県における自転車競技の拠点施設である倉吉自転車競技場の早

期修繕は必須。

なお、倉吉自転車競技場は、昭和６０年わかとり国体に合わせて県が単県補助で開設し、その他の

県立体育施設と同様に、県費負担で管理運営を行っている施設であることから、１０／１０を補助す

るもの。
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平成２８年度天神川流域下水道事業特別会計補正予算説明資料
１款 流域下水道事業費

１項 流域下水道建設事業費 水・大気環境課（内線：７４０２）

１目 建設事業費 （単位：千円）

財 源 内 訳
事 業 名 補 正 前 補 正 計 備考

国庫支出金 起債 その他 繰入金

<8,400> （負担金）

単県流域下水道 3,100 30,000 33,100 15,000 15,000 県負担額

事業費 8,400

トータルコスト 6,999 30,000 36,999 （補正に係る主な業務内容）

従事する職員数 0.5人 0.0人 0.5人 調査委託契約、工事発注等

工 程 表 の 政 策 目 標 （ 指 標 ） 安全で快適に暮らせる大気・水・土壌環境づくりと持続可能な地下水利用を推進す

る。

事業内容の説明

平成28年10月21日に発生した鳥取県中部を震源とする地震により、マンホールの隆起やマン

ホール付近の道路陥没、マンホール内部のひび割れ等が複数箇所発生しており、住民生活に支

障が生じているため、早期復旧に向けた調査及び工事を行う。

（注）起債額の上段〈 〉書きは交付税措置額を除いた金額である。

備考欄の県負担額は起債欄の〈 〉書きの金額と繰入金の金額を加算したものである。
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平成２８年度一般会計補正予算説明資料 
 
８款 土木費 
 １項 土木管理費                     技術企画課（内線：７４０７） 
  １目 土木総務費                            （単位：千円） 

事 業 名 補正前の額 補正額 計 財 源 内 訳  
備 考 国庫支出金 起債 その他 一般財源 

 
土木防災管理費 
 

1,605 10,000 11,605     10,000  

トータルコスト   2,385 10,000 12,385 （補正に係る主な業務内容） 

災害時の応急対応 
従事する職員数 0.1人 0.0人 0.1人 

工程表の政策目標(指標) 迅速な災害復旧 

事業内容の説明 
  
鳥取県中部地区を中心に発生した地震により、早急に土砂災害危険箇所の点検が必要であるため、「

災害時における応援業務等に関する協定書」にもとづき、（一社）鳥取県測量設計業協会に点検業務の
応援を要請する。 
 
【所要経費】 

 土砂災害危険箇所の点検業務に要する経費 
 
      １０，０００千円  
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平成２８年度一般会計補正予算説明資料 
 
１１款 災害復旧費 
 ２項 土木施設災害復旧費                 技術企画課（内線：７４０７） 
  １目 建設災害復旧費                           （単位：千円） 

事 業 名 補正前の額 補正額 計 財 源 内 訳  
備 考 国庫支出金 起債 その他 一般財源 

 
（単独災害復旧事業） 404,682 30,000 434,682     30,000  

トータルコスト  413,260 30,000 443,260 （補正に係る主な業務内容） 

 単独災害復旧事業執行に係る業務 
従事する職員数 1.1人 0.0人 1.1人 

工程表の政策目標(指標) 迅速な災害復旧 

事業内容の説明 
 
県単独費等による河川、道路等の災害復旧に要する経費である。 
 

事業名 補正前 補正額 補正後 説明 

単独災害復旧事業費 404,682 30,000 434,682 国道３１３号線、（主）鳥取鹿
野倉吉線ほか５０箇所 
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平成２８年度一般会計補正予算説明資料 
 
１１款 災害復旧費 
 ２項 土木施設災害復旧費                 技術企画課（内線：７４０７） 
  １目 建設災害復旧費                           （単位：千円） 

事 業 名 補正前の額 補正額 計 
財 源 内 訳  

備 考 国庫支出

金 起債 その他 一般財源 

 
（災害公共事業） 2,370,861 400,000 2,770,861 266,800 

<6,650> 
133,000
  

 200 
県費負担

6,850 

トータルコスト  2,328,103 400,000 2,728,103 （補正に係る主な業務内容） 

 災害復旧事業執行に係る業務、災害査定、

国との調整、補助金事務、起債事務 従事する職員数 6.6人 0.0人 6.6人 

工程表の政策目標(指標) 迅速な災害復旧 

事業内容の説明 
 
地震、洪水など異常な天然現象により被災した道路等の公共土木施設を速やかに復旧し、機能の回復を図
るために要する経費である。 
 

事業名 補正前 補正額 補正後 説明 

建設災害復旧費 
 

2,230,000 400,000 2,630,000 国道３１３号線、（主）鳥取鹿
野倉吉線ほか５０箇所 

 
 

 

（注）起債欄の上段<  >書きは、交付税措置額を除いた金額である。 
県費負担は、起債欄の<  >書きの金額と一般財源の金額を加算した額である。 
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平成２８年度一般会計補正予算説明資料 
８款 土木費 

２項 道路橋りょう費                   道路企画課（内線：７３５１） 
  ２目 道路橋りょう維持費                          （単位：千円） 

事 業 名 補正前の額 補正額 計 財 源 内 訳  
備 考 国庫支出金 起債 その他 一般財源 

 
（単県公共事業） 3,630,073 150,000 3,780,078    150,000  

トータルコスト 3,805,113 150,000 3,955,113 （補正に係る主な業務内容） 

整備計画の策定、設計積算、工事監督 
従事する職員数 40.4人 0.0人 40.4人 

工程表の政策目標(指標) 道路防災及び橋りょう補修の促進 

事業内容の説明 
 
道路、橋りょうの維持修繕に要する経費である。 
 

事業名 補正前 補正額 補正後 説明 

道路維持修繕費 
 

2,558,650 150,000 2,708,650 （主）鳥取鹿野倉吉線、（一）倉吉江北
線ほか 
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平成２８年度一般会計補正予算説明資料 
 
８款 土木費 
 ３項 河川海岸費                       河川課（内線：７３７７） 
  １目 河川総務費                              （単位：千円） 

事 業 名 補正前の額 補正額 計 財 源 内 訳  
備 考 国庫支出金 起債 その他 一般財源 

 
（単県公共事業） 1,846,385 5,000 1,851,385    5,000  

トータルコスト 1,980,511 5,000 1,985,511 （補正に係る主な業務内容） 

設計積算、入札・契約の締結、現場監督 
従事する職員数 17.2人 0.0人 17.2人 

工程表の政策目標(指標) － 

事業内容の説明 
 
河川の維持管理に要する経費である。 
 

事業名 補正前 補正額 補正後 説明 

河川維持管理費 
 

512,068 5,000 517,068 佐治川ダム 
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平成２８年度一般会計補正予算説明資料 
 
６款 農林水産業費 
 ４項 林業費                        治山砂防課（内線：７８１９） 
  ７目 治山費                               （単位：千円） 

事 業 名 補正前の額 補正額 計 
財 源 内 訳  

備 考 
国庫支出金 起債 その

他 一般財源 

 
（単県公共事業） 138,010 18,000 156,010    18,000  

トータルコスト  160,624 18,000  178,624 （補正に係る主な業務内容） 

計画説明、設計・積算業務 
従事する職員数 2.9人 0.0人 2.9人 

工程表の政策目標(指標)  

事業内容の説明 
 
国補助事業採択のための測量計画及び用地基礎調査を行うための経費である。 
 

事業名 補正前 補正額 補正後 説明 

治山事業新規事業化
調整費 

39,000 18,000 57,000 亀崎２地区ほか５箇所 
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平成２８年度一般会計補正予算説明資料 
 
８款 土木費 
 ３項 河川海岸費                      治山砂防課（内線：７８１９） 
  ３目 砂防費                               （単位：千円） 

事 業 名 補正前の額 補正額 計 財 源 内 訳  
備 考 国庫支出金 起債 その他 一般財源 

 
（単県公共事業） 1,300,958 25,000 1,325,958    25,000  

トータルコスト  1,360,223 25,000 1,385,223 （補正に係る主な業務内容） 

計画説明、設計・積算業務 
従事する職員数 7.6人 0.0人 7.6人 

工程表の政策目標(指標)  

事業内容の説明 
 
国補助事業採択のための測量計画及び用地基礎調査を行うための経費である。 
 

事業名 補正前 補正額 補正後 説明 

砂防事業新規事業
化調整費 

137,550 25,000 162,550 長和瀬Ｂ地区ほか６箇所 
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平成２８年度 一般会計補正予算説明資料 

 
２款 総務費 
 １項 総務管理費                        財 政 課（内線：７０４５） 
    １目 一般管理費                                        （単位：千円） 

事 業 名      補 正 前 補 正 計 
財 源 内 訳              

備考 
 国庫支出金 起債 その他 一般財源 

（新） 
災害復興調整費 

0 100,000 100,000   
 

100,000  

トータルコスト 0 100,000 100,000 （補正に係る主な業務内容） 
 － 従事する職員数   0.0人   0.0人  0.0人 

工程表の政策目標(指標) － 

事業内容の説明 

事業の目的・概要 
平成２８年１０月２１日に発生した鳥取県中部を震源とする地震に係る生活再建支援、災害復

旧等の事業の円滑な推進を図る。 
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